
 

 

 教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年３月26日 

岩手県教育委員会       

教育長 佐 藤   博  

岩手県教育委員会規則第２号 

   教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部を改正する規則 

 教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和41年岩手県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （教育長の専決） 

第３条 教育長は、次に掲げる事項を専決処理することができ

る。  

 （教育長の専決） 

第３条 教育長は、次に掲げる事項を専決処理することができ

る。  

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

(２) 道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）別表第２

に定めるところにより付される点数が６点以下の違反行為

（同表備考の２の22に規定する行為を除く。）を事由とす

る懲戒処分に関すること。 

(２) 道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）別表第２

に定めるところにより付される点数が６点以下の違反行為

を事由とする懲戒処分に関すること。 

(３)～(９) ［略］ (３)～(９) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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